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豊島区（発注者） 事業者（受託者）

① 契約課から見積依頼メールを送信
契約方法（紙・電子）の確認

③ 契約書ファイルを作成し、クラウドサイン
（CS）へアップロード

確認依頼メールを受託者に送信。
※メールの送信元は、support@cloudsign.jp

❷ 「電子契約利用申出書」と
「見積書」をメールで提出

電子契約を希望する

はい いいえ

今までどおりの
対応となります。

①見積書原本
(代表印有)
の提出

②押印前の契約
書の受領

③押印後、契約
書の提出

④契約書受領

メール送信

メール提出

メールに表示されているCSの
URLから契約書を確認
※ 電子契約申出書に記載した契約
担当者→確認同意者の順に確認依
頼のメールが届く
※ 必要に応じ、その他関係書類を
提出する

❺確認同意者

送信

❹契約担当者

同意

契 約 締 結

⑥ 契約書に不備がないか確認

同意
同意

電子契約による契約締結の流れ



電子契約を希望する際は、「電子契約利用申出書」の提出が必要です。
この申出書は、契約の都度、提出してください。

電子契約利用申出書の提出

契約書に署名（確認同意）を行う者を指定します。
ここに記載されたメールアドレス宛へ、契約書内容に同意を
求める確認依頼メールが送信されます。
なお、確認依頼メールの受信者を2名まで設定することがで
きます。

紙による契約書と同様に契約書面に記載されます。
入札参加資格または豊島区へ届出している債権者(事業者)登
録の登録情報どおりに記載します。

→詳細は記載例を参照してください



＜確認依頼メール例＞

確認依頼メールの受信

電子契約利用申出書に記載の 「①契約担当者」→「②確認同意者 」の順に確認
依頼メールが届きます。メールの送信元は、support@cloudsign.jp です。

↓ クリックする

↓ クリックする

メールの「書類を確認する」（テキストで受信の場合はURL）をクリックします。
※このリンクには期限（１０日間）があります。



利用規約への同意

利用規約(https://www.cloudsign.jp/tos)を確認した上で「利用規約に同意し
て確認」ボタンを押してください。

↓ クリックする



契約書の確認及び同意

前後の同意者を
確認することが
できます

＜＞をクリックすると
他のページへ進みます

内容を確認し、問題がなければ画面下部の「書類の内容に同意」ボタンを押し
てください。

クリックして契約
内容に同意

複数ファイルがある場合は確
認したいシートを選択します

クリックして確認完了
＜次画面＞



合意締結完了メールの受信

事業者側の確認同意後に、区側で確認同意を行うことで、契約締結となります。
その際、契約書（PDFファイル）に電子署名が付与されたものが、合意締結完
了メールとして届くので、契約書を保存してください。

合意締結済のPDF
ファイル（電子署名入）

リンクから契約書
を確認

メールの「書類を確認する」（テキストで受信の場合は
URL）から契約書の確認やダウンロードができます。

※このリンクには期限（１０日間）がありますが、PDFファイル自
体には期限はありません。

契約書類等のデータが６MB未満の場合は（キャリアメール
は２MB未満）、メールにPDFファイルが添付されています。

※事業者様側のセキュリティ環境により、添付のPDFファイルの署
名が無効化される場合があります。その際は、上のリンクから契
約書をダウンロードしてください。



契約関係書類のダウンロード

契約書のほか、履行完了時に提出が必要な完了届（物品の購入契約の際は納品
書）のダウンロードも忘れずにお願いします。

① 保存をしたいファイル
を選択します。②「ダウンロード」ボタン

をクリックします。

電子契約により契約締結をしたものについては、完了届や納品書などへの押印は不要です。
詳細は次のページをご覧ください。



契約関係書類への押印の省略について

電子契約サービスにより締結した契約案件については、請求書を除き完了届等の契約
関係書類への押印は不要です。押印の省略可能な書類は以下のとおりです。

・メールで提出する際は、提出先にご注意ください。
・これまでどおり、押印のうえ書類を提出いただいても構いません。
・紙で契約した案件については、上記に掲げるもの全て押印が必要です。
・請求書への押印については、紙・電子契約問わず押印が必要です。

押印の省略 メールによる提出 提出先

見 積 書 できる できる 契約課

完 了 届 できる できる 主管課（仕様書記載の担当課）

納 品 書 できる できる 主管課（仕様書記載の担当課）

請 求 書 できない 持参、郵送のみ 主管課（仕様書記載の担当課）



紙の契約書

紙の契約書と電子契約書の違い
電子契約書（PDFファイル）

押印
なし

押印
なし

収入印紙
不要

書類ID

印
紙 印

印

印

①収入印紙が不要
になります。

②双方の押印がな
くなります。

③締結済みの契約
書には固有の書
類IDが記載さ
れます。

紙と異なる点



電子署名の確認方法

契約書のPDFファイルには、双方の合意を証する電子署名が付与されます。

電子署名は、Adobe Acrobat Readerの「署名パネル」から確認できます。

確認したい契約書を開き署名パネ
ルをクリックする。

「署名の詳細」＞「理由」から、「誰が
（メールアドレス）」「いつ（日時）」同
意締結を行なったのか、また同意締結にあ
たっての認証方法を確認することができま
す。



よくある質問

Q 電子契約サービスを利用したいのですが、

費用や用意するものはありますか？

Q 自社で導入している電子契約サービスを使

用することはできますか？

Q 完了届（納品書）のダウンロードを忘れた

ため、再発行できますか？

Q 契約変更を行うときに電子契約サービスを

利用することはできますか？

A 利用にあたり、費用はかかりません。ま

た、設定など特別な準備は一切なく、イン

ターネットに接続し、電子メールを送受信

できる環境があれば利用できます。

A 様式は区ホームページに掲載しています。

そちらからダウンロードしてください。

A 現在のところ、本契約のみを電子契約

サービスの利用対象としてるためできませ

ん。

A 当区で導入している電子契約サービス

（クラウドサイン）以外の利用はできませ

ん。


